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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月27日(2013.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蒸留温度２００～３５０℃の炭化水素系留分に由来する掘削用液体であって、
　ナフテン系炭化水素化合物の含有量が、前記留分の重量に対して４０％未満、好ましく
は３５％未満であり、
　４０℃での粘度が２．５ｍｍ２／ｓ以下であり、かつ、
　１００℃での蒸気圧が１０ｍｂａｒ（１ＫＰａ）以下である、
掘削用液体。
【請求項２】
　請求項１において、流動点が－２０℃未満である、掘削用液体。
【請求項３】
　請求項１または２において、４０℃での動粘度が２．３ｍｍ２／ｓ未満であることを特
徴とする、掘削用液体。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項において、原油の直留によって得られた留分の、水素化
分解および／または水素化処理に由来する炭化水素系留分、あるいは、水素化脱ろうに由
来する炭化水素系留分を含み、任意で、植物油のエステルが混合されていることを特徴と
する、掘削用液体。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項において、芳香族分が５００ｐｐｍ未満であり、硫黄分
が５０ｐｐｍ未満であることを特徴とする、掘削用液体。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項において、高度に芳香族除去かつ脱硫され、ＡＳＴＭ　
Ｄ９７規格に準拠して測定される流動点が－２０℃未満であるジェット燃料およびケロシ
ンで構成される炭化水素化合物の群に由来することを特徴とする、掘削用液体。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項において、炭素数１２～２４の炭化水素化合物の含有量
が５０重量％を超えることを特徴とする、掘削用液体。
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【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項において、イソパラフィン類の含有量が２５重量％を超
え、ｎ－パラフィン類の含有量が４５重量％未満であり、芳香族分が５００ｐｐｍ未満で
あり、かつ、当該液体中のナフテン類の濃度が３５重量％未満であることを特徴とする、
掘削用液体。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項において、イソパラフィン類の含有量が２５～７０％で
あり、ｎ－パラフィン類の含有量が５～４５％であり、かつ、芳香族分が１００ｐｐｍ未
満であることを特徴とする、掘削用液体。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の掘削用液体と機能性添加剤とを含み、前記掘削
用液体の含有量が３０％を超えている、掘削用泥水。
【請求項１１】
　請求項１０において、掘削用液体の含有量が３０～９５％であり、機能性添加剤の含有
量が５～７０％であり、
　機能性添加剤が、加重剤、乳化剤、湿潤剤、増粘剤、脱水減少剤、グラベルフィルター
形成用の粒子状添加剤、および流体圧による地層のフラクチャーの開きを維持するための
支持剤で構成される群から選択されることを特徴とする、掘削用泥水。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の掘削用泥水の使用であって、
　２，０００ｍを超える深さの海洋掘削での使用。
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